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福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
被
災
者
支
援
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
発
生
し
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
周
辺
住
民
が
不
意
に
長
期
に
わ
た
る
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
生
活
、
事
業
、
雇
用
等
が
断
絶
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
大
変
な
ご
苦
労
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
方

の
自
然
災
害
と
は
異
な
り
、
今
な
お
災
害
の
状
態
が
継
続
し
て
お
り
、
関
係
者
に
よ
る
事
態
終
息
へ
の
懸
命
の
努
力
が
な
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
実
効
性
あ
る
被
災
者
支
援
を
迅
速
に
進
め
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
様
々
な
施
策
の
う
ち
、
「
原

子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
、
以
下
「
原
賠
法
」
と
い
う
。
）
に
係
る
対
応
に

つ
い
て
は
、
東
京
電
力
に
よ
る
避
難
住
民
の
方
々
に
対
す
る
仮
払
補
償
金
の
支
払
が
開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
事
業
者
に
対

す
る
仮
払
い
等
の
対
応
は
未
だ
準
備
中
で
あ
る
。
緊
急
融
資
等
の
資
金
手
当
て
の
施
策
は
取
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
事
態
の
深

刻
さ
に
鑑
み
、
一
日
も
早
く
必
要
な
資
金
が
仮
払
い
等
の
形
で
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
い
て
は
、
事
態
の
早

期
進
捗
を
求
め
る
立
場
か
ら
、
以
下
十
三
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

警
戒
区
域
・
計
画
的
避
難
区
域
・
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
三
区
域
を
合
わ
せ
て
、
該
当
地
域
の
人
口
、
世
帯
数
及
び
事

業
所
数
を
伺
う
。

二

一
の
地
域
の
直
近
の
年
間
の
農
業
粗
生
産
額
、
工
業
出
荷
額
、
商
業
販
売
額
及
び
福
島
県
の
年
間
の
漁
業
生
産
額
を
伺

一



う
。

三

被
災
事
業
所
の
中
に
は
、
通
常
、
三
月
末
に
決
算
・
税
務
申
告
す
る
所
が
多
い
も
の
と
思
料
す
る
が
、
税
務
上
の
対
応
を

伺
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
事
業
所
の
関
係
者
が
帳
簿
や
パ
ソ
コ
ン
等
を
持
ち
出
そ
う
と
す
る
場
合
の
対
応
は
、
一
時
帰
宅
等
の

措
置
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

四

先
に
東
京
電
力
は
避
難
さ
れ
た
方
々
に
対
し
、
原
則
一
世
帯
当
た
り
百
万
円
の
仮
払
い
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
現
時

点
で
申
請
書
の
配
布
枚
数
、
申
請
件
数
及
び
仮
払
金
の
振
込
件
数
に
つ
い
て
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
現
状
を
伺
う
。

五

こ
の
仮
払
い
は
、
東
京
電
力
と
避
難
さ
れ
た
方
々
と
の
間
で
な
さ
れ
る
訳
だ
が
、
東
京
電
力
が
ど
の
よ
う
な
体
制
で
取
り

組
ん
で
い
る
の
か
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
伺
う
。
ま
た
、
関
係
者
は
、
国
内
の
広
範
囲
な
地
域
へ
避
難
さ
れ
て
い
る

が
、
制
度
の
周
知
や
き
め
細
か
な
対
応
等
、
円
滑
な
事
務
処
理
の
た
め
に
は
自
治
体
の
協
力
も
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
政
府
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
現
状
及
び
対
処
の
姿
勢
に
つ
い
て
伺
う
。

六

避
難
さ
れ
た
方
々
の
み
な
ら
ず
、
影
響
を
受
け
た
様
々
な
事
業
者
に
対
し
て
も
、
「
原
子
力
被
害
の
範
囲
等
の
判
定
指

針
」
を
早
期
に
定
め
、
仮
払
補
償
金
の
支
払
い
等
の
対
応
を
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
今
後
の
見
通
し
を
伺
う
。

七

原
賠
法
に
基
づ
く
賠
償
額
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
確
た
る
数
値
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
理
解
す
る
も
の

二



の
、
避
難
さ
れ
た
方
々
に
対
す
る
、
仮
払
い
や
四
月
二
十
八
日
に
決
定
さ
れ
た
「
第
一
次
指
針
」
に
よ
り
、
現
段
階
で
固

ま
っ
た
金
額
を
伺
う
。

八

避
難
さ
れ
た
方
々
に
対
す
る
「
一
世
帯
当
た
り
百
万
円
」
と
い
う
仮
払
い
額
は
、
既
往
の
災
害
時
支
援
の
実
例
等
に
鑑

み
、
設
定
さ
れ
た
も
の
と
思
料
す
る
が
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
根
拠
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
今
後
避
難
期
間
が
延
び
れ

ば
、
追
加
支
払
い
も
必
要
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
に
お
け
る
見
通
し
を
伺
う
。

九

こ
れ
ま
で
の
所
、
東
京
電
力
の
資
金
で
支
払
い
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
東
京
電
力
の
昨
年
末
の
決
算
書
で
は
、
流
動
資
産

が
一
・
二
兆
円
、
現
預
金
は
二
千
七
百
億
円
で
あ
る
。
本
年
三
月
に
さ
ら
に
二
兆
円
の
借
り
入
れ
を
し
た
と
の
報
道
も
あ
っ

た
が
、
現
状
、
資
金
面
の
問
題
は
無
い
と
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
す
る
。
ま
た
、
表
明
さ
れ
て
い
る
資
産
売
却
は
、
可

能
な
限
り
早
期
に
進
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
現
状
を
伺
う
。

十

東
京
電
力
に
は
、
原
賠
法
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
責
任
遂
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
広
い
意
味
で
東
京

電
力
が
果
た
す
べ
き
「
責
任
」
に
は
、
企
業
責
任
、
経
営
責
任
、
株
主
責
任
等
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
原
賠
法
第
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
の
「
必
要
な
援
助
」
を
論
じ
る
に
は
、
総
体
と
し
て
東
京
電
力
側
が
責
任
を
果
た
し
て
い
る
姿
が
見

え
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
所
見
を
伺
う
。

三



十
一

東
京
電
力
の
決
算
期
は
三
月
末
で
あ
り
、
会
社
法
や
企
業
会
計
基
準
に
従
い
、
確
定
し
た
財
務
諸
表
に
基
づ
き
、
適
正

な
会
計
監
査
を
経
て
株
主
総
会
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
原
賠
法
の
責
任
遂
行
の
ス
キ
ー
ム
を
早
急
に
決

め
な
け
れ
ば
、
影
響
が
各
方
面
に
広
が
り
、
ひ
い
て
は
迅
速
・
確
実
な
被
災
者
支
援
と
い
う
究
極
の
目
的
の
達
成
が
難
し
く

な
る
の
で
は
と
懸
念
す
る
が
、
内
閣
の
見
解
と
対
処
方
針
を
伺
う
。

十
二

五
月
二
日
に
成
立
し
た
平
成
二
十
三
年
度
補
正
予
算
に
は
、
原
賠
法
に
基
づ
く
国
の
「
必
要
な
援
助
」
に
係
る
経
費
は

盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
旨
、
確
認
す
る
。
今
後
、
そ
の
よ
う
な
経
費
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
被
災
者
の
立
場
に
立
っ
て

早
急
な
対
応
が
望
ま
れ
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

十
三

原
賠
法
の
所
管
は
文
部
科
学
省
、
電
力
供
給
の
所
管
は
経
済
産
業
省
で
あ
り
、
原
子
力
安
全
委
員
会
は
内
閣
府
、
原
子

力
安
全
・
保
安
院
は
経
済
産
業
省
に
属
す
る
な
ど
、
関
係
す
る
組
織
が
各
府
省
に
及
ん
で
い
る
現
状
で
あ
る
。
内
閣
に
お
い

て
、
将
来
に
向
け
て
、
こ
の
体
制
を
よ
り
効
果
的
な
形
に
す
る
べ
く
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
、
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

四


